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２ 調査を中止した事案 
 
事案 (1) 除雪費助成事業に係る市の対応について 

対象機関 自治・市民環境部板倉区総合事務所 

申立ての趣旨 

板倉区総合事務所からは無料で除雪できると聞いたのに、除雪した後

に娘が同居していることを理由に無料にならないと言われた。除雪にか

かった費用を返してほしい。 

中止の理由 
 令和 3 年 7 月 22 日付けで申立人から取下書が提出され、同月 26 日付

けで受理したことによる。 

 

 

 

事案 (2) 市の職員の対応について 

対象機関 総務管理部総務管理課 

申立ての趣旨 職員との面談中に不適切な発言があった。 

中止の理由 
 令和 4年 1月 7日付けで申立人から取下書が提出され、同月 12日付け

で受理したことによる。 

 

 

 

事案 (3) 市の職員の対応について 

対象機関 農業委員会 

申立ての趣旨 
職員の勤務態度（言動や対応）により申立人の会社の業務に悪影響を

及ぼしている。 

中止の理由 
 令和 4年 2月 28日付けで申立人から取下書が提出され、同日付けで受

理したことによる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


